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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月23日(2016.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）アルミニウム、（ｉｉ）添加剤とホウ素との包晶反応の生成物、（ｉｉｉ）分散
する炭化ホウ素粒子、および（ｉｖ）任意選択的にチタンを含む鋳造複合材料であって、
　　・前記添加剤は、クロム、モリブデン、バナジウム、ニオブ、ジルコニウム、ストロ
ンチウム、スカンジウム、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択され、
　　・前記複合材料の試料は、鋳造前に、約７００℃の温度まで約１２０分間加熱した後
、前記試料を収容するための溝を有する型を使用して測定した場合に少なくとも１００ｍ
ｍの鋳造長さに対応する流動性を有し、前記溝は、約３３ｍｍの幅、約６．５ｍｍ～約４
．０ｍｍの高さを有し、水平軸から約１０°下方に傾斜している、鋳造複合材料。
【請求項２】
　前記鋳造長さは、少なくとも１９０ｍｍである、請求項１に記載の鋳造複合材料。
【請求項３】
　前記鋳造複合材料は、保持時間中に保持に供され、鋳造時間中に鋳造に供され、前記保
持時間および前記鋳造時間の組み合わせは、少なくとも１２０分である、請求項１に記載
の鋳造複合材料。
【請求項４】
　前記添加剤は、スカンジウムである、請求項１に記載の鋳造複合材料。
【請求項５】
　前記添加剤は、ストロンチウムである、請求項１に記載の鋳造複合材料。
【請求項６】
　前記添加剤は、ジルコニウムである、請求項１に記載の鋳造複合材料。
【請求項７】
　前記分散する炭化ホウ素粒子の濃度（ｖ／ｖ）は、前記鋳造複合材料の総体積に対して
４％～４０％である、請求項１に記載の鋳造複合材料。
【請求項８】
　前記添加剤の濃度（ｗ／ｗ）は、前記鋳造複合材料の総重量に対して０．４７％～８．
００％である、請求項７に記載の鋳造複合材料。
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【請求項９】
　前記鋳造複合材料の総重量に対して０．５０％～４．００％の濃度（ｗ／ｗ）でチタン
をさらに含む、請求項８に記載の鋳造複合材料。
【請求項１０】
　鋳造複合材料を調製する方法であって、
　（ａ）（ｉ）ホウ素と任意のチタンと包晶反応を起こすことが可能な添加剤を含む溶融
アルミニウム合金を、（ｉｉ）炭化ホウ素粒子の源と組み合わせて、前記添加剤とホウ素
との包晶反応の生成物、および分散する炭化ホウ素粒子を含む溶融複合材料を提供するス
テップであって、
　　・前記添加剤は、クロム、モリブデン、バナジウム、ニオブ、ジルコニウム、ストロ
ンチウム、スカンジウム、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択され、
　　・前記複合材料の試料は、鋳造前に、約７００℃の温度まで約１２０分間加熱した後
、前記試料を収容するための溝を有する型を使用して測定した場合に少なくとも１００ｍ
ｍの鋳造長さに対応する流動性を有し、前記溝は、約３３ｍｍの幅、約６．５ｍｍ～約４
．０ｍｍの高さを有し、水平軸から約１０°下方に傾斜しているステップと、
　（ｂ）前記溶融複合物を成形して前記鋳造複合材料を形成するステップと、
を含む、方法。
【請求項１１】
　前記鋳造長さは、少なくとも１９０ｍｍである、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　ステップ（ｂ）の前に、保持時間中に前記溶融複合材料を保持するステップと、鋳造時
間中に前記溶融複合物を鋳造するステップと、をさらに含み、前記保持時間および前記鋳
造時間の組み合わせは、少なくとも１２０分である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の方法によって得られる、鋳造複合材料。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　本発明を、その特定の実施形態に関連して説明してきたが、特許請求の範囲の範囲は、
実施例に記載される好ましい実施形態によって制限されるべきではなく、全体としての説
明と一致した最も広義の解釈が与えられるべきであることを理解されたい。
　本発明の好ましい態様は、下記の通りである。
〔１〕（ｉ）アルミニウム、（ｉｉ）添加剤とホウ素との包晶反応の生成物、（ｉｉｉ）
分散する炭化ホウ素粒子、および（ｉｖ）任意選択的にチタンを含む鋳造複合材料であっ
て、
　　・前記添加剤は、クロム、モリブデン、バナジウム、ニオブ、ジルコニウム、ストロ
ンチウム、スカンジウム、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択され、
　　・前記複合材料の試料は、鋳造前に、約７００℃の温度まで約１２０分間加熱した後
、前記試料を収容するための溝を有する型を使用して測定した場合に少なくとも１００ｍ
ｍの鋳造長さに対応する流動性を有し、前記溝は、約３３ｍｍの幅、約６．５ｍｍ～約４
．０ｍｍの高さを有し、約１０°の水平軸から下方に傾斜する、方法。
〔２〕前記鋳造長さは、少なくとも１９０ｍｍである、前記〔１〕に記載の鋳造複合材料
。
〔３〕前記鋳造複合材料は、保持時間中に保持に供され、鋳造時間中に鋳造に供され、前
記保持時間および前記鋳造時間の組み合わせは、少なくとも１２０分である、前記〔１〕
または〔２〕に記載の鋳造複合材料。
〔４〕前記添加剤は、ジルコニウム、ストロンチウム、スカンジウム、およびそれらの任
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意の組み合わせからなる群から選択される、前記〔１〕～〔３〕のいずれか１項に記載の
鋳造複合材料。
〔５〕前記添加剤は、スカンジウムである、前記〔１〕～〔３〕のいずれか１項に記載の
鋳造複合材料。
〔６〕前記添加剤は、ストロンチウムである、前記〔１〕～〔３〕のいずれか１項に記載
の鋳造複合材料。
〔７〕前記添加剤は、ジルコニウムである、前記〔１〕～〔３〕のいずれか１項に記載の
鋳造複合材料。
〔８〕前記分散する炭化ホウ素粒子の濃度（ｖ／ｖ）は、前記鋳造複合材料の総体積に対
して４％～４０％である、前記〔１〕～〔７〕のいずれか１項に記載の鋳造複合材料。
〔９〕前記添加剤の濃度（ｗ／ｗ）は、前記鋳造複合材料の総重量に対して０．４７％～
８．００％である、前記〔８〕に記載の鋳造複合材料。
〔１０〕前記鋳造複合材料の総重量に対して０．５０％～４．００％の濃度（ｗ／ｗ）で
チタンをさらに含む、前記〔９〕に記載の鋳造複合材料。
〔１１〕前記分散する炭化ホウ素粒子の濃度（ｖ／ｖ）は、前記鋳造複合材料の総体積に
対して４．５％～１８．９％である、前記〔１〕～〔７〕のいずれか１項に記載の鋳造複
合材料。
〔１２〕前記添加剤の濃度（ｗ／ｗ）は、前記鋳造複合材料の総重量に対して０．３８％
～４．００％である、前記〔１１〕に記載の鋳造複合材料。
〔１３〕前記鋳造複合材料の総重量に対して０．４０％～２．００％の濃度（ｗ／ｗ）で
チタンをさらに含む、前記〔１２〕に記載の鋳造複合材料。
〔１４〕前記分散する炭化ホウ素粒子の濃度（ｖ／ｖ）は、前記鋳造複合材料の総体積に
対して１９．０％～２８．０％である、前記〔１〕～〔７〕のいずれか１項に記載の鋳造
複合材料。
〔１５〕前記添加剤の濃度（ｗ／ｗ）は、前記鋳造複合材料の総重量に対して１．６９％
～６．００％である、前記〔１４〕に記載の鋳造複合材料。
〔１６〕前記鋳造複合材料の総重量に対して１．８０％～３．００％の濃度（ｗ／ｗ）で
チタンをさらに含む、前記〔１５〕に記載の鋳造複合材料。
〔１７〕前記分散する炭化ホウ素粒子の濃度（ｖ／ｖ）は、前記鋳造複合材料の総体積に
対して２５．０％～２８．０％である、前記〔１〕～〔７〕のいずれか１項に記載の鋳造
複合材料。
〔１８〕前記分散する炭化ホウ素粒子の濃度（ｖ／ｖ）は、前記鋳造複合材料の総体積に
対して２８．０％～３３．０％である、前記〔１〕～〔７〕のいずれか１項に記載の鋳造
複合材料。
〔１９〕前記添加剤の濃度（ｗ／ｗ）は、前記鋳造複合材料の総重量に対して０．９４％
～４．００％である、前記〔１７〕または〔１８〕に記載の鋳造複合材料。
〔２０〕前記鋳造複合材料の総重量に対して１．００％～２．００％の濃度（ｗ／ｗ）で
チタンをさらに含む、前記〔１９〕に記載の鋳造複合材料。
〔２１〕鋳造複合材料を調製する方法であって、
　（ａ）（ｉ）ホウ素と任意のチタンと包晶反応を起こすことが可能な添加剤を含む溶融
アルミニウム合金を、（ｉｉ）炭化ホウ素粒子の源と組み合わせて、前記添加剤とホウ素
との包晶反応の生成物、および分散する炭化ホウ素粒子を含む鋳造複合材料を提供するこ
とであって、
　　・前記添加剤は、クロム、モリブデン、バナジウム、ニオブ、ジルコニウム、ストロ
ンチウム、スカンジウム、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択され、
　　・前記複合材料の試料は、鋳造前に、約７００℃の温度まで約１２０分間加熱した後
、前記試料を収容するための溝を有する型を使用して測定した場合に少なくとも１００ｍ
ｍの鋳造長さに対応する流動性を有し、前記溝は、約３３ｍｍの幅、約６．５ｍｍ～約４
．０ｍｍの高さを有し、約１０°の水平軸から下方に傾斜する、提供することと、
　（ｂ）前記溶融複合物を成形して前記鋳造複合材料を形成することと、を含む、方法。
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〔２２〕前記鋳造長さは、少なくとも１９０ｍｍである、前記〔２１〕に記載の方法。
〔２３〕ステップ（ｂ）の前に、保持時間中に前記溶融複合材料を保持することと、鋳造
時間中に前記溶融複合物を鋳造することと、をさらに含む、前記〔２１〕または〔２２〕
に記載の方法。
〔２４〕ステップ（ａ）の前に、溶融アルミニウムまたは溶融アルミニウム合金を前記添
加剤と組み合わせることによって前記溶融アルミニウム合金を提供することをさらに含む
、前記〔２１〕～〔２３〕のいずれか１項に記載の方法。
〔２５〕前記添加剤は、ジルコニウム、ストロンチウム、スカンジウム、およびそれらの
任意の組み合わせからなる群から選択される、前記〔２１〕～〔２４〕のいずれか１項に
記載の方法。
〔２６〕前記添加剤は、スカンジウムである、前記〔２１〕～〔２４〕のいずれか１項に
記載の方法。
〔２７〕前記添加剤は、ストロンチウムである、前記〔２１〕～〔２４〕のいずれか１項
に記載の方法。
〔２８〕前記添加剤は、ジルコニウムである、前記〔２１〕～〔２４〕のいずれか１項に
記載の方法。
〔２９〕前記分散する炭化ホウ素粒子の濃度（ｖ／ｖ）は、前記鋳造複合材料の総体積に
対して４％～４０％である、前記〔２１〕～〔２８〕のいずれか１項に記載の方法。
〔３０〕前記添加剤の濃度（ｗ／ｗ）は、前記鋳造複合材料の総重量に対して０．４７％
～８．００％である、前記〔２９〕に記載の方法。
〔３１〕前記鋳造複合材料の総重量に対して０．５０％～４．００％の濃度（ｗ／ｗ）で
チタンをさらに含む、前記〔３０〕に記載の方法。
〔３２〕前記分散する炭化ホウ素粒子の濃度（ｖ／ｖ）は、前記鋳造複合材料の総体積に
対して４．５％～１８．９％である、前記〔２１〕～〔２８〕のいずれか１項に記載の方
法。
〔３３〕前記添加剤の濃度（ｗ／ｗ）は、前記鋳造複合材料の総重量に対して０．３８％
～４．００％である、前記〔３２〕に記載の方法。
〔３４〕前記複合材料は前記鋳造複合材料の総重量に対して０．４０％～２．００％の濃
度（ｗ／ｗ）でチタンをさらに含む、前記〔３３〕に記載の方法。
〔３５〕前記分散する炭化ホウ素粒子の濃度（ｖ／ｖ）は、前記鋳造複合材料の総体積に
対して１９．０％～２８．０％である、前記〔２１〕～〔２８〕のいずれか１項に記載の
方法。
〔３６〕前記添加剤の濃度（ｗ／ｗ）は、前記鋳造複合材料の総重量に対して１．６８％
～６．００％である、前記〔３５〕に記載の方法。
〔３７〕前記複合材料は、前記鋳造複合材料の総重量に対して１．８０％～３．００％の
濃度（ｗ／ｗ）でチタンをさらに含む、前記〔３６〕に記載の方法。
〔３８〕前記分散する炭化ホウ素粒子の濃度（ｖ／ｖ）は、前記鋳造複合材料の総体積に
対して２５．０％～２８．０％である、前記〔２１〕～〔２８〕のいずれか１項に記載の
方法。
〔３９〕前記分散する炭化ホウ素粒子の濃度（ｖ／ｖ）は、前記鋳造複合材料の総体積に
対して２８．０％～３３．０％である、前記〔２１〕～〔２８〕のいずれか１項に記載の
方法。
〔４０〕前記添加剤の濃度（ｗ／ｗ）は、前記鋳造複合材料の総重量に対して０．９４％
～４．００％である、前記〔３８〕または〔３９〕に記載の方法。
〔４１〕前記複合材料は、前記鋳造複合材料の総重量に対して１．００％～２．００％の
濃度（ｗ／ｗ）でチタンをさらに含む、前記〔４０〕に記載の方法。
〔４２〕前記〔２１〕～〔４１〕のいずれか１項に記載の方法によって得られる、鋳造複
合材料。
〔４３〕（ｉ）アルミニウム、（ｉｉ）添加剤とホウ素との包晶反応の生成物、（ｉｉｉ
）分散する炭化ホウ素粒子、および（ｉｖ）任意選択的にチタンを含む溶融複合材料の鋳
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造特性および／または成形特性を向上させる方法であって、前記方法は、（ａ）ホウ素と
包晶反応を起こすことが可能な前記添加剤を含む溶融アルミニウム合金を（ｂ）炭化ホウ
素粒子の源と組み合わせて融複合材料を提供することを含み、
　　・前記添加剤は、クロム、モリブデン、バナジウム、ニオブ、ジルコニウム、ストロ
ンチウム、スカンジウム、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択され、
　　・前記複合材料の試料は、鋳造前に、約７００℃の温度まで約１２０分間加熱した後
、前記試料を収容するための溝を有する型を使用して測定した場合に少なくとも１００ｍ
ｍの鋳造長さに対応する流動性を有し、前記溝は、約３３ｍｍの幅、約６．５ｍｍ～約４
．０ｍｍの高さを有し、約１０°の水平軸から下方に傾斜する、方法。
〔４４〕前記鋳造長さは、少なくとも１９０ｍｍである、前記〔４３〕に記載の方法。
〔４５〕（ｉ）アルミニウム、（ｉｉ）添加剤とホウ素との包晶反応の生成物、（ｉｉｉ
）分散する炭化ホウ素粒子、および（ｉｖ）任意選択的にチタンを含む溶融複合材料の溶
融複合材料の成形を促進する方法であって、前記方法は、（ａ）ホウ素と包晶反応を起こ
すことが可能な前記添加剤を含む溶融アルミニウム合金を（ｂ）炭化ホウ素粒子の源と組
み合わせて融複合材料を提供することを含み、
　　・前記添加剤は、クロム、モリブデン、バナジウム、ニオブ、ジルコニウム、ストロ
ンチウム、スカンジウム、およびそれらの任意の組み合わせからなる群から選択され、
　　・前記複合材料の試料は、鋳造前に、約７００℃の温度まで約１２０分間加熱した後
、前記試料を収容するための溝を有する型を使用して測定した場合に少なくとも１００ｍ
ｍの鋳造長さに対応する流動性を有し、前記溝は、約３３ｍｍの幅、約６．５ｍｍ～約４
．０ｍｍの高さを有し、約１０°の水平軸から下方に傾斜する、方法。
〔４６〕前記鋳造長さは、少なくとも１９０ｍｍである、前記〔４５〕に記載の方法。
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